
〔土地〕

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

〔建物〕

所有

㎡ 飯塚市

無

・都市機能誘導区域外及び居住誘導区域外であるため、誘導施設の建築行為等や一定規模以上の住
宅の建築行為等の際に事前の届出が必要です。

・本物件に防火指定はありません。

その他の制限

容 積 率 200%用途地域

敷地と道路の関係

建築物の高さの限度

・今回の売払いにあたって、本物件の土壌調査、地盤調査及び地下埋設物調査は行っておりません。所有権移転後に土壌
汚染、地盤沈下及び地下埋設物が発見された場合は、買受者の負担により各法令等に基づき適切に対応してください。な
お、石綿分析調査は実施しております。

・登記簿及び旧土地台帳、電算化前の建物登記簿、国土地理院地図により地歴調査を行った結果、旧筑穂保育所が昭和54
年に新築される以前に、倉庫、巡査駐在所、油倉庫、製材所、ガラ倉庫、工場、保険組合事務所、事務所、倉庫夫休憩
所、分析室、貨車繰小屋、材料ヱンドレス上屋、書庫、自転車小屋、検炭係詰所の使用を確認しましたが、地下埋設物調
査を行っておらず、本物件の地下埋設物（通常想定される土地の利用の妨げとなるもので、地下に存するものをいう。）
の存在は不明です。
なお、これらの建物は存在しませんが、建物登記のみ残っているため、現在、建物登記の抹消手続き中です。

・本物件の東側に位置する法面（ブロック塀、フェンスを含む）の一部が隣接地である長尾893番10及び884番1、884番19
に越境しています。越境箇所の取り扱いについては、隣接者と協議を行ってください。

・本物件の南側に位置する法面（ブロック塀を含む）の一部が県道90号線（長尾885番2及び885番4）に越境しています。
越境箇所の取り扱いについては、福岡県飯塚県土整備事務所（用地課管理係：0948-21-4934）と協議を行ってください。

・敷地内に、舗装、草木、遊具、倉庫、フェンス、電柱、支線、電灯、大木、電線が存在しています。

・当該建物は旧保育所として使用されていた経緯があり、保育備品等が多数残存しています。なお、これらの残存物につ
いても、現状のままで引き渡すものとします。

宅地造成工事規制区域・造成宅地防災区域 区域外

土砂災害警戒区域 区域外 土壌汚染 指定区域外・調査未実施

・建築基準法による各種制限があります。

支障物件等その他

地盤調査 未実施

構造

鉄筋コンクリート

立地適正化計画 都市機能誘導区域外・居住誘導区域外 埋蔵文化財

無指定地域

法令等に基づく制限について

区域区分 非線引都市計画区域 地域・地区等

周知の埋蔵文化財包蔵
地ではありません。

建築物の敷地面積の最低限度無

無 私道の負担等 無

接面状況 南側の県道90号線とは0ｍ～約2.6mの高低差があります。

南側の県道90号線（幅員約120ｍ）及び西側市道「浦田・保育所線」（幅員約113ｍ）と接道して
いますが、ブロック積擁壁が存在しています。

外壁の後退距離の限度無

建ぺい率 70%

27.09 飯塚市

無

長尾884番2 雑種地 1,876.00 1,876.18

第三者占有の有無 無 所有権以外の甲区･乙区の権利

飯塚市

延床面積

長尾885番1 宅地 8,390.29 8,390.29 飯塚市

長尾893番2 雑種地 162.00

建物の所在

長尾885番地1

用途

保育室・育児室

建築年

昭和54年1,371.37

筑穂元吉686番29

物件調書

土地の表示 台帳地目 台帳地積 実測地積 所有・登記名義

長尾899番8 宅地 2.04 2.04 飯塚市

筑穂元吉686番28 公衆用道路 143.00 143.99 飯塚市

公衆用道路 27.00

162.55 飯塚市



約

約

約

約

　　　ないこと。

　③　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第4号に規定

　　　観察処分の決定を受けた団体の事務所の用に供してはならないこと。

○利用条件

　以下の条件を全て満たすこと。

　①　都市計画法(昭和43年法律第100号)及び建築基準法(昭和25年法律第100号)を遵守すること。

この物件調書は、物件の概要を把握するための参考資料であり、現況を優先します。入札参加前に現地の状況及び諸規制
についてご確認ください。また、物件調書に記載されている事項以外にも各法令及び市の条例等により、規制、指導がな
される場合がありますので、詳細は関係機関に直接ご確認ください。

　④　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する

最寄りの交通施設

　②　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる

　　　風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれに類する営業の用に供してはなら

　　　する者の事務所の用に供してはならないこと。

　④　当該地は周知の埋蔵文化財包蔵地には該当しません。なお、埋蔵文化財が確認された場合は、
　　　その保護について、飯塚市文化課文化財保護推進室（0948-25-2930）との協議をお願いします。

　③　本物件は、公共下水道事業計画区域外です。詳細については、下水道課へお問い合わせください。

　②　上水道の給水等に関しては、飯塚市企業局上水道課と事前協議を要します。

　①　本物件は、現状のままでの売払いとなります。

○売却物件

℡0948-96-8690

電　気

南東方飯塚市筑穂支所 （直線距離）

0.1

0.9

最寄りの利便施設
セブンイレブン
筑穂中学校前店

（直線距離）南東方 km

上穂波駅（ＪＲ） （直線距離）南東方 ㎞

㎞0.7

ガ　ス

最寄りの公共施設

飯塚市　企業局　下水道課

各ガス会社へお問い合わせください。

飯塚市立
筑穂中学校

（直線距離）南方 ㎞0.1

【問合わせ先】 九州電力株式会社　飯塚営業所 ℡0120-639-454

下水道
（事業計画区域外）

飯塚市　企業局　上水道課 ℡0948-96-8616

【問合わせ先】

供給処理施設の整備状況について

上水道 【問合わせ先】



Administrator
多角形



主な構造物等
：売払範囲 ：舗装 ：草木 ：遊具 ：倉庫
：フェンス ：電柱 ：支線 ：電灯 ：大木 ：電線
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電柱、支線

電柱、支線



電灯

電灯
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敷地内残存物

②

③ ④
⑤

①



①

①



①

①



①

①



①

①



①

①



②

①



③

②



④

③



⑤



Administrator
多角形

Administrator
楕円

Administrator
楕円

Administrator
引き出し線
東側法面越境箇所

Administrator
引き出し線
南側法面越境箇所

Administrator
テキストボックス
東側及び南側越境箇所






























































































